
都 道 区 市
府 県 郡

＜お問い合わせ先＞ ■寄附に関するお問合せ等
　須坂市役所　総務部　政策推進課
　電話番号　 　026-248-9017　（課専用）
　ﾌｧｸｼﾐﾘ 　026-246-0750
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：seisakusuishin@city.suzaka.nagano.jp

使途

▼　須坂市へのご意見・メッセージがございましたらご記入ください。

メッセージの公開可否 … □可　□ 不可

▼　寄附情報

金 額 円

所在地
〒

メールアドレス

●市外企業様からのご寄附 ⇒ 「企業版ふるさと納税」（地方創生応援税制による寄附）として取扱わせていただきます。
　…寄附金額は10万円からとさせていただき、寄付額の最⼤9割が法⼈関係税から税額控除されます。
●市内企業様からのご寄附⇒「一般寄附」として取扱わせていただきます。
　…市への寄附金のため「指定寄附金」として扱われ、全額を損金算入として計上できます。

　□ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする事業　　　　　　　□須坂市への新しい人の流れをつくる事業
　□ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 　　□ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる事業

（本申込書は、郵送またはファクシミリでお送りください。入金方法についてはお申込みをいただきました後、別途ご案内させていただきます。）

信州須坂ふるさと応援寄附金 （企業様向け まち・ひと・しごと創生寄附）申込書

須坂市長　　　様 申込日：令和　　 年　　  月　　  日 

自治体CD：２０２０７０

　次のとおり、寄附を申し込みます。

▼　寄附者情報
　※　個人情報の取り扱いについて
　　　 寄附金の受付、入金に係る確認・連絡等に利用するものであり、それ以外の目的で使用するものではありません。

フリガナ
電 話
番 号御社名


